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小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務公募型プロポーザル実施要領 

１ 趣旨 

小田原市では、第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」において、先

導的な施策の１つとして、「都市の顔をつくる」を掲げ、中心市街地における都市機

能の適正配置を進め、交流と回遊が活発に行われるにぎわいのある中心市街地の形

成を目指している。 

また、小田原市都市計画マスタープランにおいて、「快適で利便性の高いまち」、「市

民の安全・安心を支えるまち」などを都市の目標像としており、小田原駅東口お城通り

地区再開発事業、小田原地下街再生事業、芸術文化創造センター整備との整合を図りながら、小

田原漁港や歴史溢れる板橋地区等の観光資源の活用につなげ、観光客の誘致、商店街のにぎわい

創出を促す歩行者の回遊性を高める歩行者ネットワークを構築し、都市廊エリアと芸術文化創造

センターを中心に歩行空間等の整備計画を策定することを本業務の目的としている。 

そこで、小田原市の地域特性を最大限生かしながら、様々な要素を盛り込み、少ない予算で早

期実現でき、実効性のある整備手法により回遊性を高めることを目的としていることから、公募

型プロポーザル形式にて実施するものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

  小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務 

（２）計画業務対象地 

   ※次ページ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

（３）業務の目的 

小田原駅周において、起点となる駅及び駐車場等から目的地となる芸術文化創

造センター等集客スポットへの経路を主軸とし、商店街等への回遊性、利便性を

考慮した「まちのにぎわい」の創出を図る、歩行者ネットワーク計画を策定する。 

 

（４）業務の内容 

① 計画準備 

 ・業務の趣旨、目的を理解した上で、業務実施計画書を作成し、受注者に提出するもの

とする。 

② 計画案作成 

・作成する計画案は、本市の第５次小田原市総合計画（おだわら TRY プラン）、都市計
画マスタープラン、地域公共交通総合連携計画、中心市街地活性化基本計画、低炭素都

市づくり計画、自転車ネットワーク計画などの関連諸計画との整合を図る。 
・計画案のパブリックコメントに関わる事務を行うものとする。 
③ 検討会の運営 

 ・会議資料の作成、人件費（学識経験者への報酬等）、会場使用に係る費用の負担などを

行う。 

④ その他 歩行者ネットワーク計画に必要な業務 

  本業務において、企画提案を求める特定テーマは以下に示す事項とする。  

・ 関連する計画との整合性の検討 

・ ネットワーク対象路線の現状調査 

・ 歩行者流動実態調査 

・ 歩行者交通量の将来推計 

   ・ 道路利用者の意見聴取 

・ 路線ごとの整備計画案の作成 

・ 歩行者ネットワーク計画の策定に当たり、実施する上記項目等の手法及び上記以外の

実態調査項目内容等 
・ 歩行者ネットワーク計画の策定に当たり、方針を定めておく必要がある関連施策 

 
（５）業務の打ち合わせ 

業務着手時、業務中間時（５回 検討会含む）、業務完了時の計７回を基本とするが、必

要に応じて随時協議するものとする。 

 （６）成果品 

    本業務の成果品は次のとおりとする。 
① 調査報告書     ２部 

② 計画書(製本)  １００部     

③ 計画書の電子データ（一式） 

（７）履行期間 
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契約の翌日から平成２７年３月３１日まで 
（８）予算額 

１１，０００千円（消費税を含む） 
  

 

 

３ スケジュール 

（１）参加募集（公告）         平成２６年 ４月１日（火）～４月１４日（月） 

（２）質問書（対参加表明書）の提出期限 平成２６年 ４月９日（水）午後５時まで 
 （３）質問書に対する回答予定      平成２６年 ４月１１日（金） 

（４）参加表明書の提出期限       平成２６年 ４月１４日（月）午後５時まで 
（５）選定通知             平成２６年 ４月２１日（月） 
（６）質問書（対企画提案書）の提出期限 平成２６年 ４月２４日（木）午後５時まで 
（７）質問書に対する回答予定      平成２６年 ４月２８日（月） 
（８）企画提案書の提出期限       平成２６年 ５月９日（金）午後５時まで 

 （９）企画提案書等の審査        平成２６年 ５月１６日（金） 

予備日          平成２６年 ５月１９日（月） 

 （10）特定・非特定通知予定       平成２６年 ５月２０日（火） 

 

４ 提案書の提出者に要求される資格要件 

（１）本市での競争入札参加資格を有すること。 
（２）建設コンサルタント「道路、都市計画及び地方計画」の登録があること。 
（３）次に示される同種又は類似業務について、平成１６年度以降平成２５年度末までに完了

した「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した業務において１件以上の実績を有し

ていなければならない。 
・同種業務： 歩行者ネットワーク計画策定業務 
・類似業務： 交通ネットワーク計画策定業務、自転車ネットワーク計画策定業務 
       市街地再生計画策定業務 

（４）予定管理技術者は、次①～③の条件を満たすものでなければならない。 
① 次のいずれかの資格を有する者 

  ア 技術士（総合技術管理部門：建設部門関連科目）の資格を有し、技術士法による登

録を行っている者 
イ 技術士（建設部門、環境部門）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者 
ウ ＲＣＣＭの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者 
エ 博士（工学）（専門分野：まちづくりや交通計画に関する研究） 
オ 土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

   ② 次のいずれかの実績を有する者 
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    ア 平成１６年度以降平成２５年度末までに完了した「国・特殊法人・地方公共団体等」

から受注した業務において以下に記載する同種・類似業務の実績を１件以上有する者。 
・同種業務： 歩行者ネットワーク計画策定業務 
・類似業務： 交通ネットワーク計画策定業務、自転車ネットワーク計画策定業務 

            市街地再生計画策定業務 
    イ 平成１６年度以降平成２５年度末までに市街地再生計画に関する研究実績を有する

者。 
   ③ 平成２６年４月１日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のもの及び

落札決定通知（予定を含む）を受けているが未契約のものを含む）が４億円未満かつ１

０件未満である者。手持ち業務とは、管理技術者、主任技術者又は担当技術者となって

いる「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した契約金額５００万円以上の業務 
 

５ 企画提案書の提出者を選定するための基準 

  参加表明書の評価項目、判断基準、並びに評価のウエイトは以下のとおりとする。 

評価 
項目 

評価の着目点 
評価の 
ウエイト 

 判断基準  

参
加
表
明
者
（
企
業
）
の
経
験 

資
格
要
件 

技
術
部
門 

（様式５） 
①当該業務に関する部門（道路、都市計画及び地方計画）

の建設コンサルタント登録がある機関 
②上記以外 
※保有資格の登録を証明する書類を添付すること。 

①１０ 
②０ 

業
務
経
験 

業
務
実
績 

（様式４） 
平成１６年度以降平成２５年度末までに完了した同種・

類似業務実績を次のとおり評価する。 
・同種業務の実績がある（１件１０ポイント） 
・類似業務の実績がある（１件５ポイント） 
・上記以外 選定しない 
※記載する業務は、３件までとする。 

３０ 
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予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
者
資
格 

（様式２） 
以下の項目で評価する。 
①・技術士：総合技術監理部門（建設部門、環境部門関

連科目） 
・技術士：建設部門、環境部門 
・博士（工学）（専門分野：市街地再生計画に関する研

究） 
②・RCCM 
・土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

③上記以外 
※保有資格の登録を証明する書類を添付すること。 

①３０ 
②１５ 
③選定し

ない 

業
務
経
験 

業
務
実
績 

（様式２）（様式３） 
平成１６年度以降平成２５年度末までに完了した同種又

は類似業務等の実績を次のとおり評価する。 
・同種業務の実績を有する者。（１件１０ポイント） 
・類似業務の実績を有する者。（１件５ポイント） 
・市街地再生計画に関する研究実績を有する者。 

（１件５ポイント） 
・上記以外 選定しない 
※記載する業務は、３件までとし、図面、写真等を引用

する場合も含め、１件につき、１枚以内に記載する。 
また、研究実績を有する場合は、研究内容が分かる資料

を添付すること。 

３０ 
 

専
任
性 

手
持
ち
業
務
量 

（様式２） 
手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のもの及

び落札決定通知（予定を含む）を受けているが未契約の

ものを含む）が４億円以上又は件数が１０件以上である

者は選定しない。 

数値化し

ない 

業
務
実
施 

体
制 

業
務
実
施
体
制 

の
妥
当
性 

（様式６） 
業務の分担について記載する。 
なお、業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合は選

定しない。 

数値化し

ない 

合計 １００ 

６ 参加表明書の留意事項 

（１）作成方法 

① 配布された様式（様式１～様式６）を基に作成を行うものとし、文字サイズは１０ポ

イント以上、印刷は白黒とすること。 

② 提出部数は１５部とすること。 

（２）関連資料 
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① その業務を担当したこと及び業務内容が同種・類似にあたることを証する契約書、業

務計画書、特記仕様書、業務報告書等の該当部分の写しを提出すること。 

② 配置予定者の保有資格を証明する書類（資格証の写し等）を添付すること。 

（３）参加表明書の提出期限、提出場所及び方法 

① 期  限 平成２６年４月１４日（月）午後５時まで 

② 場  所 １１記載の担当窓口とする。 

③ 方  法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）にて提出すること。 

 （４）選定・非選定通知 

   ① 参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点が高いものから企画提案書の提出者と

して小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務プロポーザル審査委員会において選

定する。選定者数は、４者程度とするが、僅差の場合はこの限りでない。 

   ② 企画提案書の提出者として選定された者には選定された旨を、選定されなかった者に

は、選定されなかった旨を通知する。 

   

７ 企画提案書を特定するための基準 

  企画提案書の評価項目、判断基準、並びに評価のウエイトは以下のとおりとする。なお、評

価項目「実施方針・実施フロー・工程計画その他」及び「特定テーマに関する企画提案」は、

ヒアリングを通じた評価を反映し、評価する。 

 

 

 

 

評価 
項目 

評価の着目点 
評価の 
ウエイト 

 
判断基準 

管理 
技術者 

予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
者
資
格 

（様式２） 
以下の項目で評価する。 
①・技術士：総合技術監理部門（建設部門、環境部門関

連科目） 
・技術士：建設部門、環境部門 
・博士（工学）（専門分野：市街地再生計画に関する研

究） 
②・RCCM 
・土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

③上記以外 
※保有資格の登録を証明する書類を添付すること。 

①１０ 
②５ 
③０ 
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業
務
経
験 

業
務
実
績 

（様式２）（様式３） 
平成１６年度以降平成２５年度末までに完了した同種又

は類似業務等の実績を次の項目で評価する。 
①・同種業務の実績を有する者。 
②・類似業務の実績を有する者。 

・市街地再生計画に関する研究実績を有する者。 
③上記以外 
※記載する業務は、３件までとし、図面、写真等を引用

する場合も含め、１件につき、１枚以内に記載する。 
また、研究実績を有する場合は、研究内容が分かる資料

を添付すること。 

①１５ 
②８ 
③０ 

実
施
方
針
・
実
施
フ
ロ
ー
・
工
程
表
・ 

そ
の
他 

（
様
式
８
） 

業務理解度 業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評

価する。 
１０ 

実施手順 業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優

位に評価する。 
５ 

工程表 業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に

優位に評価する。 
５ 

その他 有益な代替案又は重要事項の指摘がある場合に優位に評

価する。 
５ 

なお、業務の目的が理解されておらず、実施フローや工程表の妥当性が

著しく劣る場合は、評価しない。 － 

特
定
テ
ー
マ
に
対
す
る
企
画
提
案
（
様
式
９
） 

的確性 現在の社会経済情勢等との整合性が高い場合に優位に評

価する。 

２５ 
必要なキーワード（着眼点、問題点、解決方法等）が網

羅されている場合に優位に評価する。 

業務の的確性に著しく欠ける場合は、特定しない。 

実現性 提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。 

２５ 
提案内容を裏付ける類似実績の明示がある場合に優位に

評価する。 
業務の実現性に著しく欠ける場合は、特定しない。 

参
考
見
積 

参考見積の

妥当性 
提案した業務規模と大きくかけ離れているか、又は提案

内容に対して見積が不適切な場合には特定しない。 数値化し

ない 

合計 １００ 
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８ 企画提案書の留意事項 

（１）基本事項 

  ① 企画提案書の無効 

プロポーザルは、調査、検討、および設計業務における具体的な取り組み方法につい

て提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本要領において

記載された事項以外の内容を含む企画提案書については、提案を無効とする場合がある

ので注意すること。 

   ② 業務の実施方針等 

業務の実施方針、実施フロー、工程計画その他の記載にあたっては、Ａ４判１枚以内

で簡潔に記載すること。 
   ③ 特定テーマ 

本書の２に示したテーマに対する取り組み方法を具体的にＡ４判１枚に記載すること。

その記載にあたっては、概念図、出典が明示できる図表、既往成果、現地写真等を用い

ることに支障ないが、本件のために作成したＣＧ、詳細図面等を用いることは認めない。 
   ④ 参考見積 

     業務規模を確認するため、業務ごとの内訳がわかる参考見積を添付すること。様式は

任意とする。 

（２）作成方法 

配布された様式（様式７～様式９）を基に作成を行うものとし、文字サイズは１０ポイ

ントとする。電子メールで提出する場合は、「Adobe Reader X」によりファイルの閲覧が可

能な形式とし、ファイルの容量は極力１メガバイト以内とすること。また、印刷時に規定

の枚数となるように設定しておくこと。なお、提出された企画提案書の印刷は白黒で行う。 

（３）企画提案書その他の提出物の提出期限、提出場所及び方法  

① 期  限 平成２６年５月９日（金） 午後５時まで 

② 場  所 １１記載の担当窓口とする。 

③ 方  法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）にて１５部、電子メールにて１部を提出

すること。（電子メールの着信を確認すること。） 

（４）ヒアリング 

① 場  所 小田原市役所 

② 実施日  平成２６年５月１６日（金） 予備日 平成２６年５月１９日（月） 

③ 開始時間 後日連絡する。 

④ 出席者  配置予定管理技術者 

⑤ その他  ・②に示す実施日に都合が合わない場合は、平成２６年５月９日（金）ま

でに発注者と協議のうえ、予備日に変更できるものとする。 

     ・ヒアリングは、７の評価項目について質疑応答を行う。 

・ヒアリング時の追加資料の提出及び提示は認めない。 

（５）特定・非特定通知 

① 企画提案書を提出した者の中から、評価の合計点が最上位であるものを小田原駅周辺
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歩行者ネットワーク計画策定業務プロポーザル審査委員会において特定する。 

② 特定された者には特定された旨を、特定されなかった者には、特定されなかった旨を

通知する。 

 

９ 要領の内容についての質問の受付及び回答 

（１） 受付期間 

① 参加表明書に係る質問 

平成２６年４月１日（火）から平成２６年４月９日（水）午後５時まで 

   ② 企画提案書に係る質問 

     平成２６年４月２１日（月）から平成２６年４月２４日（木）午後５時まで 

（２） 場  所 １１記載の担当窓口とする。 

（３） 提出方法 質問は、文書（書式自由、Ａ４判）にて提出すること。ただし、 

ＦＡＸ、電子メールの場合は、必ず着信を確認すること。 

（４） 回答方法 別に定める回答期限までに提案者全員に電子メールにより行う。 

 

 

１０ その他の留意事項 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）提出期限までに参加表明書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された旨の通

知を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする。 

（３）参加表明書及び企画提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担

とする。 

（４）参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を

無効にする。 

（５）提出された参加表明書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、企画提案書の特

定以外に無断で使用しない。 

（６）特定された企画提案書は、小田原市情報公開条例（平成１４年１２月２５日条例第３２

号）において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場

合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対

象となる場合がある。 

（７）提出期限以降における参加表明書、企画提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めな

い。また、参加表明書及び企画提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。

ただし、病休、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の者であ

ると発注者の了解を得なければならない。 

（８）特定された企画提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に適切に反映するもの

とする。 
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（９）企画提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の

具体的な実施方法について、提案を求めることがある。 

（１０）特定された者に、優先契約交渉権を与えるが、都合によりその者が辞退等をした場合は、

審査結果において、次点の評価の合計点を得た企画提案書を提出した者に優先契約交渉権

を与える。 

   なお、次点の評価の合計点を得た企画提案書を提出した者も辞退をした場合は、小田原

駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務プロポーザル審査委員会において、協議の上、優

先契約交渉権を与える者を決定する。 
 

 

１１ 担当窓口         

小田原市 建設部 道水路整備課 建設係 
〒２５０－８５５５ 

神奈川県小田原市荻窪３００番地 

TEL ０４６５－３３－１５４３ 
ＦＡＸ ０４６５－３３－１５６５ 
電子メール doro@city.odawara.kanagawa.jp 

mailto:doro@city.odawara.kanagawa.jp
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（様式１） 
 

参加表明書 

 

業務の名称 小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務 
 
履行期限  平成２７年３月３１日 

 

 

 標記業務の企画提案書に基づく選定の参加について関心がありますので、技術資料を提出しま

す。 

 

 

平成２６年 月 日 
 

小田原市長 様 
 
 
 

提出者）  住所 
電話番号 
FAX 
会社名 
代表者 役職名  氏名       ㊞ 

 
 作成者）  担当部署 
                       氏名 
                       FAX 
                       E-mail 
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（様式２） 
予定管理技術者の経歴 
① 氏名 ② 生年月日 
③ 所属・役職 
④ 保有資格 
 当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。 
技術士（部門：     分野：     登録番号：     登録年月日：      ） 
RCCM（部門：             登録番号：     登録年月日：      ） 
工学博士（    大学                   取得年月日：      ）

土木学会認定技術者（資格名称：    登録番号：  登録年月日：  有効期限：   ） 
その他（名称：             登録番号：     登録年月日：      ） 
⑤ 同種又は類似業務経歴（３件） 
その業務を担当したこと及び業務内容が同種・類似にあたることを証する契約書、業務計画書、特記仕様書、業

務報告書等の該当部分の写し等を添付すること。 
業務分類 業務名 発注機関 履行期間 
  

テクリス登録番号： 
  

  

テクリス登録番号： 
  

  

テクリス登録番号： 
  

⑥ 手持ち業務の状況（平成２６年４月１日現在） 
管理（主任）技術者、又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した契約金額５

００万円以上の業務を全て記載する。（特定後未契約及び落札決定通知後未契約の業務を含む） 

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額 

     
 
 
 
 
 
契約金額合計 万円 

注１：業務分類には、予定技術者において定義した「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 

注２：様式２⑤に記載した同種又は類似業務経歴の詳細について、様式３の予定管理（主任）技術者の同種又

は類似経歴に記載すること。 

注３：記載する予定管理（主任）技術者は、１名とする。 
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（様式３） 
予定管理技術者の同種又は類似経歴 
業務分類  

業務名  

テクリス登録番号  

契約金額  

履行期間  

発注機関名 
住所 
TEL 

 

業務の概要  
 
 
 
 
 （○○技術者として従事） 

業務の特徴  

当該技術者の業務

担当の内容 
 

注１：業務分類には、「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。 

注２：業務の概要及び業務の特徴については、具体的に記載すること。 

注３：○○：「管理（主任）」「担当」の別のいずれかを記載すること。 

注４：その業務を担当したこと及び業務内容が同種・類似にあたることを証する契約書、業務計画書、特記仕様

書、業務報告書等の該当部分の写し等を添付すること。 
注５：様式３予定管理（主任）技術者の同種又は類似経歴に記載する同種又は類似業務については、様式２⑤に

記載した同種又は類似経歴と同一の業務を記載すること。 
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（様式４） 
企業の平成１６年度以降平成２５年度末までに完了した同種又は類似業務実績 
会社名） 
業務分類  

業務名  

テクリス登録番号  

契約金額  

履行期間  

発注機関名 
住所 
TEL 

 

業務の概要  
 
 
 
 
 （○○技術者として従事） 

業務の特徴  

注１：業務分類には、「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。 

注２：様式２に記載した技術者の同種又は類似業務を重複して記載できる。 

注３：その業務を担当したこと及び業務内容が同種・類似にあたることを証する契約書、業務計画書、特記仕様

書、業務報告書等の該当部分の写し等を添付すること。 
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（様式５） 

建設コンサルタント登録規程に基づく登録状況 
建設コンサルタント登録規定に基づく登録状況 
 
登録部門 ：○○部門 
登録年月日： 
登録番号 ： 
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（様式６） 
業務実施体制 
 予定技術者名 所属・役職 担当する分担業務の内容 
管理（主任）技術者    

担当技術者 

１） 
 
２） 
 
３） 

  

注１：氏名にはふりがなをふること。 

注２：所属・役職については、企画提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も記載すること。 
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（様式７） 
                   
 

企画提案書 

 
業務の名称 小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務 
 
履行期限  平成２７年３月３１日 
 
 

標記業務について、企画提案書を提出します。 
 
 
 
 

平成２６年  月  日 
 
小田原市長 様 
                 
                  提出者） 住  所              

電話番号 
会社名              
代表者  役職名  氏名     ㊞ 

 
作成者） 担当部署          

氏  名       
電話番号 

                       ＦＡＸ 
                       E‐mail    
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（様式８） 
 
・業務の実施方針           ・実施フロー 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・工程計画 

検討項目 
業務工程 

備考 
月 月 月 月 月 

       
       
       
       
       
       
注１：業務の実施方針、業務実施フローチャート、工程計画について簡潔に記載する。 

注２：工程計画は、予定履行期間内で記載すること。 

注３：文字サイズは、１０ポイント以上とすること。 
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（様式９） 
特定テーマに対する企画提案 

 
 

注１：曖昧な表現は避け、実施することを明確に記載すること。曖昧な表現の場合は評価しない。 

注２：文字サイズは、１０ポイント以上とすること。
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                                  道整第  号 
平成 年 月 日 

 
 

様   
 

 
                    小田原市長 加藤憲一 

 
 

選定通知書 

 

 

平成 年 月 日付けで貴社から参加表明書が提出された次の業務について、企画提案書の提

出者として選定しましたので、企画提案書の提出を次のとおり要請します。 

 

 

業務名：小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務 

 

 

 

 

１ 企画提案書は、手続き開始時に交付した様式により作成し、提出してください。 

２ 随意契約の相手方として決定されるまでは、いつでも参加を辞退することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
事務担当 
小田原市 建設部 道水路整備課 建設係 
〒２５０－８５５５ 

神奈川県小田原市荻窪３００番地 

TEL ０４６５－３３－１５４３ 
ＦＡＸ ０４６５－３３－１５６５ 
電子メール doro@city.odawara.kanagawa.jp 

mailto:doro@city.odawara.kanagawa.jp


22 
 

道整第  号 
平成２６年  月  日 

 
              様 
 

小田原市長 加藤憲一 
 

 
非選定通知書 

 
 平成 年 月 日付けで貴社から提出された次の業務の参加表明書については、企画提案書の

提出者として選定しなかったので通知します。 
 なお、この通知の日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面（様式は自由）に

より、非選定理由についての説明を求めることができます。 
 
 

業務名 小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

事務担当 
小田原市 建設部 道水路整備課 建設係 
〒２５０－８５５５ 

神奈川県小田原市荻窪３００番地 

TEL ０４６５－３３－１５４３ 
ＦＡＸ ０４６５－３３－１５６５ 
電子メール doro@city.odawara.kanagawa.jp 

mailto:doro@city.odawara.kanagawa.jp


23 
 

                                   道整第  号  
 平成２６年  月  日  

 
 
          様 
 

小田原市長 加藤憲一   
 
 

ヒアリング審査通知書 

 
小田原市が実施する次の業務について、次のとおりヒアリング審査を実施いたしますので、次

のとおり御出席くださるようお願いします。 
 
 

業務名 小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務 
 
 
 
 
１ 日時 平成２６年 月  日（ ）  時から 
 
２ 場所 小田原市役所         室（ 階） 
    控室             室（ 階） 

 
３ 注意事項 
・管理（主任）技術者が出席してください。 
・企画提案書の内容説明（１５分程度）、質疑（１０分程度）とします。 
 
 
 
 

 
事務担当 
小田原市 建設部 道水路整備課 建設係 
〒２５０－８５５５ 

神奈川県小田原市荻窪３００番地 

TEL ０４６５－３３－１５４３ 
ＦＡＸ ０４６５－３３－１５６５ 
電子メール doro@city.odawara.kanagawa.jp 

mailto:doro@city.odawara.kanagawa.jp
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                        道整第  号 
平成２６年  月  日 

 
              様 
 

小田原市長 加藤憲一 
 

 
特定通知書 

 
 平成  年  月  日付けで貴社から提出された次の業務の企画提案書については、特定し

ましたので通知します。 
  
 
 

業務名 小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

事務担当 
小田原市 建設部 道水路整備課 建設係 
〒２５０－８５５５ 

神奈川県小田原市荻窪３００番地 

TEL ０４６５－３３－１５４３ 
ＦＡＸ ０４６５－３３－１５６５ 
電子メール doro@city.odawara.kanagawa.jp 

mailto:doro@city.odawara.kanagawa.jp
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道整第  号 

平成２６年  月  日 
 
              様 
 

小田原市長 加藤憲一 
 

 
非特定通知書 

 
 平成  年  月  日付けで貴社から提出された次の業務の企画提案書については、特定し

なかったので通知します。 
 なお、この通知の日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面（様式は自由）に

より、非選定（非特定）理由についての説明を求めることができます。 
 
 

業務名 小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定業務 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

事務担当 
小田原市 建設部 道水路整備課 建設係 
〒２５０－８５５５ 

神奈川県小田原市荻窪３００番地 

TEL ０４６５－３３－１５４３ 
ＦＡＸ ０４６５－３３－１５６５ 
電子メール doro@city.odawara.kanagawa.jp 

mailto:doro@city.odawara.kanagawa.jp

